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月31日（土）、城址公園ホール（壬生中央公民館）中ホールにおいて、地域の高齢者を見守る、地域見守りチーム
員・民生委員・児童委員・自治会長・見守り協定事業者等を対象に「高齢者見守りネットワーク事業連絡協議会」

を開催し、約140名の方が参加しました。
　研修は二部構成で実施し、第一部では（公財）さわやか福祉財団常務理事の鶴山芳子氏を
迎え、地域が抱える問題や困りごとに対し、「地域のつながりの再構築」の重要性や
「『主役は住民』の地域づくりをどう推進していくか」について様々な事例を交え、「誰
もが役割を持てる地域共生社会」の在り方について講話を受けました。
　第二部では壬生町消費生活センターの生沼京子氏を迎え、「見守りネットワークと消費
者被害防止への取組み」
について、地域の連携に
より解決した実例を交え
ながら、高齢者等の消費
者被害の未然防止や早期
発見のための、気づきの
ポイントや連携方法など
の説明を受けました。
　今後も地域交流、地域
互助の確立に役立つよう、
研修会や情報交換会等を
開催する予定です。
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月29日（木）、栃木県教育会館大ホールで栃木県民福祉のつどいが開
催されました。長年、地域福祉の向上に尽力された町民および町社

会福祉施設等の従事者の方から、12名と１団体の方が受彰され、同日、受
賞者を代表して６名と団体の代表２名の方が町長に表敬訪問を行いました。

8

第30回 ◎県知事表彰
　〇民生委員・児童委員
　　・柏原　信子　さん
　　・渡邉　美恵子　さん
　〇共同募金運動協力団体または協力者
　　・日本ボーイスカウト壬生第１団　様

◎栃木県社会福祉協議会会長表彰
　〇民生委員・児童委員功労者
　　・斎山　雅　さん
　　・稲毛田　美紀夫　さん
　　・小椋　理香子　さん
　　・軽部　良夫　さん
　　・小林　德二　さん
　〇社会福祉施設・団体関係功労者
　　・飯島　祐美　さん
　　・寺内　めぐみ　さん
　　・根本　淳　さん
　　・長　修　さん

◎栃木県共同募金会会長表彰
　〇共同募金功労者
　　・網野　好子　さん
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左から 後列　木野内信夫さん　小椋理香子さん　斎山雅さん　稲毛田美紀夫さん　小林德二さん
　　　 前列　小峰馨さん　渡邉美恵子さん　小菅町長　櫻井社会福祉協議会長　網野好子さん

き　の うちのぶ お

こ みねかおる

つるやまよし  こ

一人ひとりが安心して暮らせる地域を
みんなでつくろうみんなでつくろう

栃木県民福祉のつどいで表彰栃木県民福祉のつどいで表彰栃木県民福祉のつどいで表彰

表紙写真：10月８日（火）に開催された石橋地
区消火競技大会の様子です。詳細は広報みぶ
12月号に掲載予定です。本誌14ページに秋の
火災予防運動について掲載していますのでぜ
ひご覧ください。



倉市太さんが100歳の誕生日を９月18日(水)に迎え
られ、小菅町長が入所先の施設を訪問し、長寿をお

祝いしました。
　訪問先ではご家族四世代が集まり、温かい雰囲気の中、
市太さんは町長から祝百寿の賞状と花束をしっかりと受け
取っていました。また、曽孫さんからのお手紙のプレゼン
トを受け取り、とても嬉しそうにしていらっしゃいました。
　町長から「曽孫さんの成長を楽しみに長生きしてくださ
いね」と声を掛けられると、朗らかな笑い声で答えていま
した。
　これからも健やかに長生きをしていただきたいと思います。

藤直久氏、前原純子氏が令和６年７月１日
付けで法務大臣から人権擁護委員に委嘱さ

れました。
　人権擁護委員は、地域の皆さんの人権に関する
悩みごとなどの相談に応じるほか、街頭啓発活動
や小・中学生を対象とした人権講話などを通して、
人権の大切さについての理解を深めてもらうなど、
人権意識の高揚にも務めています。
　人権擁護委員が皆さんからの人権相談を受け、問
題解決のお手伝いをしています。詳しくは本紙23
ページに掲載しています。

人権擁護委員に佐藤直久氏、前原純子氏が委嘱されました

を新設しました

佐

月１日（日）から壬生町立図書館１階カウンター前に「中高生向け図書コーナー」を新設しました。
　図書コーナー名を町内中学校と壬生高等学校の生徒から募集し、「実になる 花咲く!! 青春コーナ

ー」に決定しました。
　壬生高等学校２年生松川柚穂さん発案の「実になる 花咲く！！」のフレーズと、多くの生徒から出された
「青春」のワードを組み合わせました。
　生徒の皆さんから要望の多かった本もコーナーに揃えましたので、ぜひ、図書館に読みに来てください。
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○C柊あおい

まつかわゆず ほ

矢倉市太さん
や  ぐ ら  い ち   た

矢

　町では、敬老事業として100歳を迎えられた方の
長寿をお祝いしています。 左から　小菅町長　矢倉市太さん

左から　佐藤直久氏　小菅町長　前原純子氏

さ   とう  なお  ひさ　　　　　　 まえ  はら  すみ   こ

左から　壬生高等学校　森澤校長　松川柚穂さん　壬生町立図書館　新分館長
もりさわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　しんぶ

ひ まご

おめでとうございます100歳100歳

「中高生向け図書コーナー」
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　９月15日（日）に城址公園ホール（壬生中央公民館）にてみぶ吹奏楽団第７回定期演奏会を開催し、400
名を超えるたくさんの来場者がありました。
　今回の演奏会は年始から能登半島の地震が起きたり、コロナウイルスがいまだ蔓延していたりと暗い出来
事が続いているなか、少しでも元気が出るようエールを送る曲を集めて演奏しました。
　我々の演奏で少しでも皆さんが元気になれたら光栄です。

◎問合せ　みぶ吹奏楽団ウェブサイト　http://mibusuisogakudan.web.fc2.com/
　　　　　みぶ吹奏楽団では一緒に音楽を楽しんでくれる仲間を募集しています。
　　　　　高校生以上で、楽器を用意できる方ならどなたでも歓迎します。

ちょうまさひろ

　令和６年地価調査結果が公表されましたので、壬生
町の内容についてお知らせします。
　地価調査は、国土利用計画法施行令に基づき、栃木
県知事が７月１日を基準日として調査したものです。
　この価格が民間の土地取引の目安となり、公共事業
の用地取得の基準になります。

※関係図書の閲覧は、役場総合政策課でおこなっています。また、栃木県のウェブサイトで
も確認できます
　栃木県ウェブサイト　トップページ「くらし・環境」→「土地」→「地価」→「地価調査結果」

第１種中高層住居専用地域
　○ 表町1928番２〔表町11－46〕  

第１種低層住居専用地域
　○ 大字壬生丁字六美117番24  
　○ 緑町１丁目1022番24〔緑町１－４－11〕

第１種住居地域
　○ 中央町327番３〔中央町２－15〕 

近隣商業地域
　○ 中央町1343番６〔中央町７－18〕  

市街化調整区域
　○ 大字羽生田字前川原2346番４外  
　○ 大字北小林字上新田1161番地132

３０,１００円（変動率：＋０.３％）

３４,０００円（変動率：＋０.５９％）
４０,５００円（変動率：±０.０％）

３４,８００円（変動率：＋０.２９％）

４１,２００円（変動率：－１.２％）

１２,７００円（変動率：－０.７８％）
４０,５００円（変動率：＋０.２５％）

● 価格判定基準日
● 調査地点の名称
● 調査地点数
● 公表日
● 基準地の価格

令和６年
７月１日
基準地
町内７地点
令和６年９月18日（県公報）
１平方メートル当たりの価格

地 価 調 査 土地の標準価格
を公表

みぶ吹奏楽団第７回定期演奏会開催
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国際交流 第26回壬生町中学生海外派遣事業第26回壬生町中学生海外派遣事業

　第26回壬生町中学生海外派遣事業が、８月３日（土）から８月11日（日）の９日間の日程で実施
されました。      
　この事業は、中学生を海外に派遣し、ホームステイや現地中高生との交流を通じて、外国語に
よる表現力と理解力を高めると共に、国際感覚豊かな青少年の育成と国際交流の推進を図ること
を目的として、平成10年から実施しています。コロナ禍による休止期間を経て、今年は５年ぶ
りの開催となることから、以前は中学２年生が対象だったものを中学３年生にも拡大し、合計
20名をオーストラリア・シドニーに派遣しました。

派 遣 団 員（敬称略） 派 遣 先 紹 介
団　　長
　安武　裕一（南犬飼中学校校長）

団長補佐
　鋪屋　佳子（壬生中学校教諭）　

団　　員
壬 生 中　
　・小平　暖己　・五月女　悠人　・竹村　寧々花      
　・中山　結花　・佐藤　満天　　・清水　紗奈      
　・斎藤　千紗　・袴田　優　　　・大出　茉結子
南犬飼中
　・渡部　史香　・平石　咲妃　　・小山　愛奈      
　・青柳　智也　・福冨　さくら　・小倉　杏優      
　・中新井　凛　・小林　倫太朗　・諸橋　希音      
　・堀江　咲花　・出井　晴基

やすたけ       ゆういち

しき  や        けい こ

 こ だいら　  はる  き　　　       そ う と め　　   はる  と　　         たけむら　　 ね    ね    か

なかやま　　  ゆい か　　           さ とう　　  み そ ら　　　             し みず　　   さ   な

さいとう　　   ち   さ　　　    はかま た　　  ゆう                    　　おお で　　    ま   ゆ   こ

わたなべ　　  ふみ か　　         ひらいし　　   さ   き　　　　          こ  やま  　　ま   な

あおやぎ　　 とも  や　　         ふくとみ　　　　　　　　　　          お  ぐら　　  あ   ゆ

なかあら  い　　  りん　　         こ ばやし　  りん  た  ろう　　       もろはし　　 ま な と

ほり  え　　　 さ はな　　        い で い　　  はる  き

結団式にて

日本から飛行機で約９時間。
豊かな自然と過ごし易い気候に恵まれた、
オーストラリア最大の人口を擁する都市です。

ニューカッスル

キャンベラ
メルボルン

アデレード

ケアンズ

ダーウィン

アリススプリングス

パース
フリーマントル

ブリスベン

★

シドニー

中学生がオーストラリアで
国際交流
中学生がオーストラリアで
国際交流
中学生がオーストラリアで
国際交流
中学生がオーストラリアで
国際交流
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研修日程と旅のようす

ダーリング・ハーバーにて記念撮影

語学研修がんばりました 交流校の生徒と語学学校終了証授与

紙飛行機飛ばし大会 だるまさんの一日を紹介福笑いを紹介

書道を紹介交流校の生徒とブレイクタイム お世話になったホストファミリー

シドニー空港にて

８月10日

８月11日

８月３日

羽田空港で搭乗手続き後、空路シドニーへ

８月４日

シドニーに到着

ハーバーブリッジ、オペラハウス、ボンダイビ
ーチを見学した後、それぞれのホストファミリ
ー宅へ

８月５日～９日

午前中は、語学学校で英語研修

午後はＱＶＢやワイルドライフ動物園等の見学

８日は現地の中高生（聖ソフィア・カトリックカレッジ）と交流

ホストファミリーと過ごす最後の１日

一生の思い出を手に入れて帰国
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は海外派遣でコミュニケーションの大切さを学びました。ホストファミリ
ーとの会話は、初めはとても緊張し、聞きたいことをうまく伝えられない
ことがありました。しかし、ホストマザーに語学学校への行き方を教えて
もらったり、私が日本の行事や食について、写真を見せながら紹介したり

する中で、会話ができた喜びを感じることができました。最後の日、一緒に美しいビーチで  過ごした時間
は、ホストファミリーとの大切な思い出になりました。       
　語学学校では、現地の学生に紙飛行機の折り方や遠くまで飛ばす方法を英語で伝えました。日本  の文化
を楽しんでもらえて嬉しかったです。現地の方々とのコミュニケーションを通して、言葉や文化の壁を超
え、心を通わせることができた貴重な九日間でした。このような機会をいただけたこと、お世話になった
先生方や派遣団の仲間に感謝し、今回の経験で学んだことを将来に生かしていきたいです。

言葉や文化の壁を超えて
大出　茉結子壬生中学校３年生

私

おお  で   　　ま   ゆ   こ

は、今回の海外派遣で、今までに経験したことのない最高の思い出を作る
ことができました。例えば、ホストファミリーの家から語学学校に行くま
でに、違う電車に乗ってしまったり、道に迷ったり、トラブルもありまし
たが、パートナーと一緒に現地の方とコミュニケーションをとりながら、

解決することができました。     
　また、現地校の学生との交流会では、カタコトの英語を一生懸命使いながら、習字を通して、お互いの
文化は違うけれど楽しく過ごすことができました。       
　今回の貴重な体験を通して得たものを、これからの人生に生かしていきたいと思います。

海外派遣を通して学んだこと
渡部　史香南犬飼中学校２年生

私

わたなべ　　 ふみ  か
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加入者は職業等によって３つの種別に分かれ、それぞれ届出先が異なります。
種　　別

第１号被保険者

第２号被保険者

第３号被保険者

加入資格

下記以外の方

会社員・公務員等

会社員・公務員等の被扶養配偶者

　役場住民課国保年金係
または稲葉・南犬飼出張所

勤務先

配偶者の勤務先

届 出 先

　会社を退職した方（厚生年金被保険者資格を喪失）や、会社を退職した方に扶養されていた配偶者は、国民年金
の加入手続が必要です。

　年金記録や将来の年金受給見込み額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。
　「ねんきんネット」を利用すると、いつでも自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額について、
自身の年金記録を基にさまざまなパターンの試算をすることもできます。
　「ねんきんネット」については、日本年金機構のウェブサイトで確認するか、栃木年金事務所にお問合せください。

　自営業・学生等の方は国民年金の第１号被保険者となり、日本年金機構から送付される納付書等で保険料を納め
ます。（月額１６，９８０円：令和６年度）
　　　　　　　  → 金融機関（ゆうちょ銀行を含む）および、コンビニエンスストアで納付
　　日本年金機構から送付される納付書で納めます。２年分・１年分・半年分をまとめて前納すると保険料が割引
　になります。
　　　　　　　　　　　　    → 指定金融機関から翌月末振替
　　金融機関からの口座振替により、納め忘れを防止できます。現金納付より割引率の高い２年分・１年分・半年
　分の前納のほか、早割納付（当月末振替：50円割引）も選択できます。
③その他の納付方法
　　クレジットカード納付や、ペイジーによるパソコン・スマートフォン・ＡＴＭを利用した電子納付があります。
　（詳しくは、日本年金機構のウェブサイトをご覧ください）

国民年金保険料の納付方法は…？国民年金保険料の納付方法は…？

11月は年金月間です11月は年金月間です11月は年金月間です

　国民年金は、日本国内に住む20歳～60歳の方が加入する公的な社会保障制度であり、
老後や傷病の際に生活の経済的支えとなります。

11月30日は「年金の日」
い  い　 　　み ら い

ねんきんネットをご活用ください！ねんきんネットをご活用ください！
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国民年金の加入手続を忘れずに！国民年金の加入手続を忘れずに！

　　保険料の納め忘れが続くと、老後に受給できる年金額が少なくなったり、障害年金や遺族年金を受給できなく
　なったりする場合がありますので、保険料は納付期限内に忘れずに納めましょう。
　　　　※納付期限は翌月末です。２年を経過すると時効により納めることができなくなります
【付加保険料】
　付加保険料（月額400円）を納付すると、老齢基礎年金を受給する際に付加年金が加算されます。
　　　　　　　　　　　　　　付加年金受給額（年額）　200円×付加保険料納付月数
◎付加保険料の納付を希望される方（第１号被保険者・任意加入者）は、届出が必要となります
◎国民年金基金にご加入中の方は、付加保険料を納付できません
◎納付期限（対象月の翌月末）を経過しても２年間は付加保険料を納付することができます

1

2

3

現金納付

口座振替による納付

その他の納付方法



◎問合せ
◆ねんきんダイヤル
●栃木年金事務所お客様相談室
●住民課国保年金係

☎0570（05）1165
☎（22）4131（音声案内後①→②）
☎（81）1827

…………………………
…………

…………………………

生活を支えるさまざまな基礎年金生活を支えるさまざまな基礎年金

～～～～～～～～～

　国民年金は、老後や傷病・死亡の際の生活を３つの基礎年金（老齢・障害・遺族）でサポートします。支給
を受けるためには、一定の納付要件が必要です。

老齢基礎年金

障害基礎年金

遺族基礎年金

受給資格期間が10年以上になりました
　国民年金保険料を20歳～60歳まで納付し、65歳から生涯受給する年金です。受給する
ためには、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上必要です。
　　　受給額（年額）　　816,000円（令和６年度：40年間納付した場合）
※昭和31年４月１日以前に生まれた方は年額813,700円

　国民年金加入中（20歳前や老齢基礎年金を受給していない国内在住の60歳以上65歳未満
を含む）に、病気やケガで一定の障がいの状態になってしまった場合、受給できる年金です。生
計を維持されている子がいる場合には、子の人数に応じて加算があります。
　　　受給額（年額）　　１級の障害の場合　　　　1,020,000円
　　　　　　　　　　　　２級の障害の場合　　　　　816,000円
※昭和31年４月１日以前に生まれた方は1級：1,017,125円、2級：813,700円

　国民年金にご加入中の方や老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなった場合、その
方に生計を維持されていた子のいる配偶者、または子が受給する年金です。子の人数に応じ
た額の遺族基礎年金が受給できます。
　　　受給額（年額）　　配偶者と子（１人）の場合　1,050,800円
※年額816,000円に子の加算額234,800円を加算した金額
　昭和31年4月1日以前に生まれた方の場合は813,700円に子の加算額を加算した金額
　　　　　　　　　　　　子（１人）の場合　　　　　　816,000円
※昭和31年４月１日以前に生まれた方は年額813,700円
※子とは、18歳未満または障害のある20歳未満の子をいいます
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制 　 　 度
対　象　者
期　　　間

審 査 対 象
( ※ ２ )

内　　容

学生納付特例制度
学生（※１）
４月～翌年３月

被保険者の前年所得
［必要添付書類］
学生証のコピーまたは在学証明書

保険料が納付猶予
となります（※４）

※１：定時制、１年間就学制、その他の非対象学校を除く
※２：審査対象の中に退職(失業)された方がいる場合、その方の所得を審査対象から除外することが
　　できます（必要添付書類：雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピー)
※３：一部免除の場合、指定された保険料を納付しないと免除該当となりません
※４：年金の受給資格期間に算入されますが、老齢年金の受給額には反映されません

　国民年金には、保険料の納付が困難な場合に保険料を免除・納付猶予する制度があります。免除・納付猶
予が承認されると年金の受給資格期間として算入されるほか、保険料を納付できる期間が10年間に延長さ
れます。（３年度目以降は加算額がつきます)
　老後の生活や万一の病気・ケガの際に困らないためにも、保険料を未納のまま放置せず、免除・納付猶予
制度をご利用ください。

保険料の納付が困難なときは、免除申請を！保険料の納付が困難なときは、免除申請を！

納付猶予制度
学生以外の方（50歳未満の方）

保険料が納付猶予
となります（※４）

７月～翌年６月

・被保険者
・配偶者 の前年所得

保険料免除制度
学生以外の方
７月～翌年６月

保険料の全額か一部
（1/4・半額・3/4）が
免除されます（※３）

・被保険者
・配偶者
・世帯主

の前年所得



控除証明書に関するお問合せは「ねんきん加入者ダイヤル」にお願いします。
　　●年金加入者ダイヤル　☎0570（003）004（ナビダイヤル）
　　※一般の固定電話の場合、市内通話料金でご利用できます
　　●050で始まる電話からかける場合　☎03（6630）2525
　　※通常の通話料金がかかります
＜受付時間＞　月曜日～金曜日　　午前８時30分～午後７時
　　　　　　　第２土曜日　　　　午前９時30分～午後４時
　　　　　　　※祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～１月３日はご利用できません
公的年金の源泉徴収票の紛失・再交付に関する問合せは、「ねんきんダイヤル」までお願いします。
　　●ねんきんダイヤル　☎0570（05）1165（ナビダイヤル）

　日本年金機構では、国民年金保険料の納付・免除促進の一部業務について、民間事業者へ委託しています。
　これは、国が行っていた国民年金保険料の納付・免除促進の一部業務を民間事業者に委託することで、創意
工夫や独自ノウハウの活用により、低コストでより良いサービスの提供を目指すものです。

【注意点】
・民間事業者の担当者が国民年金保険料の案内を行う際には、事業者名および氏名を名乗ったうえで、お客様の本
人確認をします。
・民間事業者の担当者が訪問することや現金をお預かりすることはありません。令和5年5月以降、民間事業者によ
る訪問業務を廃止しています。
・民間事業者の担当者が、手数料を要求すること、金融機関やコンビニエンスストアにおいてATM操作をお願いす
ること、基礎年金番号通知書、年金手帳、年金証書、通帳やキャッシュカード等をお預かりすることもありません。
・日本年金機構から、民間事業者に提供している個人情報は、案内を行ううえで必要となる国民年金保険料の納め
忘れのある方の情報に限定しています。
・民間事業者に対しては、「日本年金機構法」や本事業に係る委託契約書等で、目的外の使用や閲覧、複写等を禁
じるなど、情報の漏えい防止のために厳格な安全管理措置を講じています。
・民間事業者は、プライバシーマークを取得しています。
・国民年金保険料の納付について、民間事業者に問い合わせる場合は、送付された郵送物等を用意してください。

日本年金機構では 国民年金保険料のご案内を　　　　   しています民間委託民間委託

《委託事業者（栃木年金事務所管内）》
○事業者名　アイヴィジット・NTT印刷共同企業体（代表企業：株式会社アイヴィジット）
◎問 合 せ　☎0570（550）987
※民間委託事業についての詳細や、その他の地域を担当する委託事業者については、日本年金機構のウェ
ブサイトまたは、近くの年金事務所で確認してください

民間委託

　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において社会保険料控除の対象となります。控除を受けるには、
納付したことを証明する書類の添付が義務付けられていますので、年末調整や確定申告の際には、必ず控除証明
書(または領収証書)を添付してください。
　ご家族の国民年金保険料を納付した場合も、申告者の社会保険料控除に加えることができますので、家族宛て
に送られた控除証明書も忘れずに申告しましょう。

　１月１日～12月31日に納付した国民年金保険料（過年度分を含む）全額が
社会保険料控除の対象となります。
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　１月１日～９月30日の間に国民年金保険料を納付した方については10月下旬～11月上旬頃に、
10月１日～12月31日の間に国民年金保険料を納付した方については翌年２月上旬頃に、日本年金
機構から『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』が送付されます。

　電話・文書による納付案内を行う場合があります。
◎国民年金保険料の納付（未納）状況に関する納付のご案内
◎国民年金保険料免除・納付猶予制度のご案内

主な業務

『社会保険料（国民年金保険料）控除証明書』
の送付について



農業者なら広く加入できる
　農業に従事している方であれば広く加入する
ことができます。農地を持っていない配偶者や
後継者の方のみでも加入することが可能です。
また、個人型確定拠出年金（iDeCo）と違い
任意脱退も可能ですが、脱退一時金はなく、
将来年金として受け取ることとなります。
〈加入要件〉
・年間60日以上農業に従事していること
・20歳以上65歳未満であること
・原則国民年金第１号被保険者であること
（ただし国民年金保険料納付免除者を除く）

積立方式・確定拠出型で少子高齢時代に強い
　旧制度の農業者年金は、年金受給世代の年
金を現役世代の保険料でまかなう賦課方式で
したが、改正後は自分で積み立てた保険料を
将来受け取る確定拠出型の積み立て方式へと
生まれ変わりました。

保険料は月額２万円（35歳未満で政策支援
加入の対象とならない方は１万円）から６万
７千円の間で自由に決められ、いつでも保険
料の変更が可能

終身年金（80歳前に亡くなった場合は、死
亡一時金がある）

税制面での優遇措置があるため、節税効果が
大きい
　農業者年金は、民間の個人年金保険とは大
きく異なり、税制面でさまざまな優遇措置を
受けることができます。
① 支払った保険料が全額社会保険料控除
　※配偶者や後継者などの生計を同一にする
　方の掛け金も対象となります
② 年金資産の運用益も非課税
③ 受け取る年金も公的年金等控除の対象
④ 死亡一時金は非課税

一定の要件を満たす農業者には保険料の国庫
補助がある

　長寿社会がますます進行する現在、安心して老後生活を送るためには将来の生活費の確保は重要な課
題の一つです。そこで老後生活に備えるための一つの手段として「農業者年金」を紹介します。
　農業者年金制度は「農業者がサラリーマンなみの年金を受け取れるように」と昭和45年に創設された
年金制度です。したがって、農業者の方にとってメリットとなる事項が多く含まれています。また、創
設当初の制度と違い平成１３年の改正後は、若い方がより利用しやすい制度へと生まれ変わりました。

　これから人生100年時代と言われる長寿社会がやってきます。夫婦どちらかのみの加入だけでは
加入者が先に亡くなられた場合、その後の生活に大きな不安が残ることとなります。自身だけでな
く、配偶者の方の加入も検討ください。

～農業者年金で不安を減らし安心な老後生活を～

農業者年金って

◎問合せ　・（独）農業者年金基金　　☎03（3502）3199
　　　　　・町農業委員会事務局　　☎（81）1875
　　　　　・ＪAしもつけ壬生支店　☎（82）1111

農業者年金の６つのポイント

11

ご存知ですか？ご存知ですか？ご存知ですか？ご存知ですか？

1

2

4

6

3

5

６つのポイント

安心と安全の保証付車検を提供する まごころサービス
関東陸運局指定民間車検場　鈴木自動車販売

フリーダイヤル（通話料 当社負担）0120-12-0798



※土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、年末年始（12月29日～１月３日）は除きます

◎問合せ　住民課　☎（81）1824
　受付時間　平日午前８時30分～午後５時15分

　顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽
減のため、暗証番号の設定を不要（本人確認方法を顔認証または目視に限定）とし
た新たなマイナンバーカードです。従来のマイナンバーカードとは違い、顔認証マ
イナンバーカードには利用できないサービスがありますので、下記を参照ください。

顔認証マイナンバーカードの作成が可能です

・本人確認書類としての提示
・健康保険証としての利用
※健康保険証として利用するには、カード
　交付後に病院等で利用登録が必要です

※月曜日の午後５時15分～午後７時および休日は本庁のみでの受付となります
※日曜日はマイナンバーカード以外の業務は対応していません

受付日 受付時間
月曜日
火曜日～金曜日

午前８時30分～午後７時
午前８時30分～午後５時15分

平 日

休 日 11月10日（日）
11月24日（日）

午前９時～11時30分

11月マイナンバーカード交付・申請日程

BA 運転免許証、マイナンバーカード、旅券、
在留カードなど

健康保険証、介護保険証、年金手帳、
学生証など

取得方法

利用できるサービス 利用できないサービス

持ちもの ・マイナンバーカード
・委任状（代理人の場合）
・代理人の本人確認書類Ａから１点またはＢから２点（代理人の場合）
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○マイナンバーカードを持っていない方
　マイナンバーカードの申請を行い、窓口で交付を受ける際に申出てください。また、マイナンバーカ
ードを窓口で申請し郵送でカードを受け取る場合は、申請時に申出てください。
○マイナンバーカードをすでに持っている方
　住民課窓口で現在お持ちのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える手続きを行
ってください。代理人による手続きも可能ですが申請の際は委任状が必要です。

・各種証明書のコンビニ交付
・暗証番号の入力が必要な手続き
・その他のオンライン手続など

令和６年８月末現在で76.7％の方が
マイナンバー（個人番号）カードを保有しています
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国民健康保険・後期高齢者医療の

　健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正により、令和６年12
月2日以降、現行の保険証は廃止され、マイナ保険証（保険証利用登録がされた
マイナンバーカード）を基本とする仕組みに移行することとなりました。

　令和６年12月１日時点で手元にある有効な保険証は、廃止日以
降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。

　壬生町の国民健康保険および後期高齢者医療では、令和６年７月
に送付した保険証の有効期限を「令和７年７月31日」としています
ので、令和６年12月２日以降もその期限まで保険証を使用できます。

　また、マイナ保険証をお持ちでない方には、令和７年の７月中に、
保険証の代わりに使うことができる、「資格確認書」を送付する予
定ですので、引き続き医療を受けることができます。

・転居・転職等で保険証の記載事項に変更があった場合や、健康保険が変わった場合は、その時
点で壬生町の保険証が使えなくなります。
・令和７年７月31日までに75歳を迎える方や短期保険証の方などの一部の方は、有効期限が異
なる場合があります。
・令和６年12月２日以降に国民健康保険または後期高齢者医療に加入した方で、マイナ保険証
を持っていない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、「資格確認書」を交付します。
（マイナ保険証を紛失等した場合は、役場に申請すれば「資格確認書」を交付します） 

保険証の有効期限について保険証 有効期限保険証 有効期限

保険証の有効期限

注 意 事 項

初任者研修受講生募集介護職員
講習期間：2025年１月14日～３月28日の毎週火曜日・金曜日　合計20回
受 講 料：25,500円（テキスト代込）　更に１万円お得…インスタグラムご覧ください
募集人数：４名
場　　所：下記研修センター（駐車可）

旧ホームヘルパー２級の資格です。取得後は壬生町での福祉関連勤務先をご紹介いたします
（有）さくら福祉サービスみぶ営業所研修センター　壬生町緑町1－19－５　☎0282（28）7603



秋の火災予防運動秋の火災予防運動
令和６年11月9日～15日

下野市・壬生町は防災情報伝達システム等による屋外拡声器でお知らせします。（随時）
上三川町はサイレンを鳴らします。（夕方６時）

住宅用火災警報器は設置していますか？住宅用火災警報器は設置していますか？
　住宅用火災警報器は消防法・火災予防条例によりすべての住宅に設
置が義務付けられています。寝室や階段の天井、壁面に住宅用火災警
報器を設置して火災が発生した場合の逃げ遅れを防止しましょう。

住宅用火災警報器には寿命があります。
取り替えの目安は10年です。
あなたのご家庭では大丈夫ですか？

第44回石橋地区少年消防クラブ防火標語展《秋季最優秀作品》

『火元をチェック  私が守る  家も笑顔も思い出も』
下野市立国分寺中学校 １年 藤木 音寧さん

消防・災害メールは
こちらの二次元コード
から登録できます。

下野市・壬生町・上三川町
石橋地区消防団連絡協議会
石橋地区危険物保安協会
石橋地区女性防火クラブ連絡協議会

◎問合せ　通信指令課
☎０２８５（５３）１１１９

住宅防火 いのちを守る 7つのポイント

火災と救急・救助は「119番」

期間中

政府広報オンラインより引用

（5）寝具やカーテンなどには防災品を使用する

（1）寝たばこは絶対しない

（4）住宅用火災警報器を設置する

（2）ストーブの近くに
燃えやすいものを置かない

（7）日ごろから隣近所と
の協力体制をつくる

（6）住宅用消化器等
を設置する

（3）こんろに火を点けたままで
そばから離れない

14

ふじ き     ね   ね



　国が実施する各種統計調査の調査活動を行う統計調査員登録者を募集していま
す。各種統計調査実施毎に調査員登録者の中から依頼をします。

◎問合せ　総合政策課企画調整係　☎（81）1813

・調査員事務説明会に出席
・調査関係書類（名簿、地図など）の作成
・調査対象者（世帯、会社等）への「調査票」の配付と記入依頼
・「調査票」の回収および点検、提出
※基本的に徒歩または自転車での調査活動が可能な範囲で依頼します

計調査員の主なしごと統

計調査の依頼統

電話または右記申込フォームから申し込みください。申込方法

・調査の都度任命される「非常勤の公務員」です
※任命期間は、おおむね２ヶ月程度ですが、調査によっては１年を超えるものもあります
※報酬額は調査により異なりますが、おおむね月額２～３万円程度です

計調査員の身分・報酬統

統計調査員登録者募集統計調査員登録者募集統計調査員登録者募集統計調査員登録者募集

よろしく

お願いし
ます

申込フォーム

畦畔・のり面・耕作放棄地の草刈りは忘れずに!!
　気温が下がり乾燥する時期となりました。
　農地の手入れがされず雑草が枯れると、乾燥による火災の可能性が高くなります。
また、有害鳥獣のすみかになるなど、周辺の農地や地域住民の方に迷惑をかけること
になります。農地の雑草について困っている方がたくさんいて、田畑の畔、のり面、
農地の雑草について、問い合わせが多く寄せられています。農地の所有者、耕作者の
皆様には、農地の適正な利用・管理にご理解とご協力をお願いします。

農地の適正管理のお願い農地の適正管理のお願い農地の適正管理のお願い

◎問合せ　農業委員会事務局農地調整係　☎（81）1875
　　　　　町シルバー人材センター　　　☎（82）4682

　自身での除草等の管理が困難な場合は、町シルバー人材センターでも作業を請け負っています
ので、一度相談ください。
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○
日
時　
定
例
会
予
定
11
月
29
日（
金
）

か
ら

○
会
期
日
程
等　
詳
細
に
つ
い
て
は
、

11
月
26
日（
火
）頃
ま
で
に
町
公
式
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◎
問
合
せ　
議
会
事
務
局　
☎（
81
）

１
８
６
６

　
消
防
設
備
士
試
験
が
左
記
の
日
程

に
よ
り
実
施
さ
れ
ま
す
。
皆
さ
ん
の

申
し
込
み
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

○
試
験
日　
令
和
７
年
２
月
２
日（
日
）

○
申
込
方
法　
申
請（
電
子
・
書
面
）

11
月
18
日（
月
）〜
11
月
29
日（
金
）

○
費
用
（
試
験
手
数
料
）

　
甲
種
６
，
６
０
０
円

　
乙
種
４
，
４
０
０
円

○
願
書
配
布
場
所
　
石
橋
地
区
消
防

組
合
消
防
本
部
、
石
橋
消
防
署
、
壬

生
消
防
署
、
上
三
川
消
防
署

◎
問
合
せ
　
宇
都
宮
市
昭
和
１
ー
２

ー
16　
栃
木
県
自
治
会
館
１
階

　
（
一
財
）消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

栃
木
県
支
部　
☎
０
２
８（
６
２
４
）

１
０
２
２

　
ｅ
Ｌ
ー
Ｑ
Ｒ
（
地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
）
が
記
載
さ
れ
た
納
付
書
は
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
各
種
ス
マ
ホ

決
済
ア
プ
リ
で
納
付
で
き
る
ほ
か
、

全
国
の
多
く
の
金
融
機
関
で
窓
口
取

扱
手
数
料
な
く
納
付
可
能
で
す
。

　
ｅ
Ｌ
ー
Ｑ
Ｒ
に
よ
る
詳
し
い
納
付

方
法
は
「
地
方
税
お
支
払
い
サ
イ

ト
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
ス

マ
ホ
決
済
ア
プ
リ
に
よ
る
納
付
の
場

合
、
領
収
書
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
別
途
手
数
料
が
か
か
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

※
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
は（
株
）デ
ン
ソ
ー
ウ

ェ
ー
ブ
の
登
録
商
標
で
す

◎
問
合
せ　
税
務
課
収
税
係　
☎（
81
）

１
８
１
６

　
11
月
は
、
令
和
５（
２
０
２
３
）年

中
に
個
人
で
事
業
を
営
ま
れ
て
い
た

方
の
第
二
期
分
の
納
期
と
な
り
ま
す
。

納
期
限
は
、
12
月
２
日（
月
）で
す
の

で
、
最
寄
り
の
金
融
機
関
等
で
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
第
二
期
分
の
納
付
書
は
第

一
期
分
と
併
せ
て
８
月
に
発
送
済
み

で
す
。
紛
失
等
あ
り
ま
し
た
ら
、
左

記
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
問
合
せ　
栃
木
県
税
事
務
所
個
人

事
業
税
担
当　
☎（
23
）３
４
１
４

　

11
月
11
日（
月
）〜
17
日（
日
）は

「
税
を
考
え
る
週
間
」で
、テ
ー
マ
は

「
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
向
か
っ
て
」

で
す
。
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
は
、

「
税
を
考
え
る
週
間
」
の
特
設
ペ
ー

ジ
を
設
け
、
国
税

局
の
各
種
取
組
に

つ
い
て
紹
介
し
て

い
ま
す
。

◎
問
合
せ　
栃
木
税
務
署　
☎（
22
）

０
８
８
５

バ
ル
ー
ン
を
作
ろ
う

○
日
時　
11
月
24
日（
日
）午
前
10
時

〜
11
時
30
分

○
場
所　
磐
裂
根
裂
神
社
（
安
塚
１

７
７
２
ー
１
）

ク
リ
ス
マ
ス
リ
ー
ス
を
作
ろ
う

○
日
時　
12
月
８
日（
日
）午
前
10
時

〜
11
時
30
分

○
場
所　
む
つ
み
の
郷
（
壬
生
丁
３

ー
16
）

《
共
通
事
項
》

○
参
加
費　
無
料　
※
申
込
不
要

◎
問
合
せ　
〝
フ
レ
ン
ド
〞
岡
本　
☎

０
９
０（
３
３
４
８
）０
９
８
３

○
日
時　
12
月
10
日（
火
）午
後
１
時

30
分
〜
午
後
３
時

○
会
場　
県
下
都
賀
庁
舎
２
階　
大

会
議
室

○
内
容　
講
話
「
成
年
後
見
人
制
度

に
つ
い
て
」
〜
事
例
を
も
と
に
具
体

的
な
活
用
方
法
を
知
る
〜

　
講
師　
栃
木
市
社
会
福
祉
協
議
会

中
島
正
浩
氏

○
申
込
締
切　
12
月
４
日（
水
）

◎
申
込
み
・
問
合
せ　
栃
木
健
康
福

祉
セ
ン
タ
ー
保
健
衛
生
課　
☎（
22
）

４
１
２
１

　
話
を
聴
い
て
貰
い
た
い
方
、
話
を

聴
い
て
く
れ
る
方
が
い
な
い
方
、
話

を
し
た
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
方
、

な
ん
で
も
丁
寧
に
お
聴
き
し
ま
す
の

で
、
ど
う
ぞ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
予

約
な
ど
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
お
話

を
伺
う
際
に
希
望
等
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
事
前
に
問
合
せ
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

※
個
別
対
面
で
、
会
員
が
話
を
お
聴

き
し
ま
す
。
会
員
は
男
女
あ
わ
せ
て

約
50
名
お
り
、
全
員
傾
聴
ス
キ
ル
を

習
得
し
て
い
ま
す

※
聴
か
せ
て
も
ら
っ
た
内
容
を
他
に

漏
ら
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

ご
安
心
く
だ
さ
い

○
参
加
費　
無
料

○
安
塚
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

（
安
塚
１
１
８
０
番
地
２
）

・
実
施
日　
12
月
２
日（
月
）午
前
10

時
〜
11
時

※
原
則
毎
月
第
１
月
曜
日
に
実
施
し

ま
す
（
11
月
は
第
３
月
曜
日
）

○
睦
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

（
幸
町
一
丁
目
３
番
８
号
）

・
実
施
日　
12
月
17
日
（
火
）
午
前

10
時
〜
11
時

※
原
則
毎
月
第
３
火
曜
日
に
実
施
し

ま
す

◎
問
合
せ　
町
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

グ
ル
ー
プ
「
き
か
せ
て
」
会
長　
佐

藤　
☎（
82
）３
９
０
２

　
町
社
会
福
祉
協
議
会　
☎（
82
）７

８
９
９

　
認
知
症
の
方
や
そ
の
家
族
、
地
域

の
み
な
さ
ん
が
楽
し
め
る
場
所
で
す
。

ど
な
た
で
も
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。
当
日
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

方
に
よ
る
歌
や
踊
り
、
民
話
等
の
レ

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
予
定
し
て
い
ま

す
。（
内
容
は
そ
の
日
に
よ
っ
て
異

な
り
ま
す
）
お
茶
や
コ
ー
ヒ
ー
を
飲

み
な
が
ら
、
ほ
っ
と
ひ
と
息
し
ま
せ

ん
か
。

◆
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
「
な
ご
み
」

○
日
時　
11
月
22
日（
金
）午
前
10
時

〜
11
時
30
分

○
場
所　
町
ふ
れ
あ
い
交
流
館
（
し

の
の
め
公
園
内
）

お し ら せ

議
会
事
務
局
か
ら
の
お
し
ら
せ

総
務
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

消
防
設
備
士
試
験
の
ご
案
内

税
務
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

町
税
の
納
付
に
は
簡
単
・
便
利

な
「
ｅ
Ｌ
ー

Ｑ
Ｒ
」
を
ご
利
用

く
だ
さ
い

16

個
人
事
業
税
の
納
税
に
つ
い
て

「
税
を
考
え
る
週
間
」

精
神
障
害
者
家
族
会
（
公
開
講

座
）
の
お
知
ら
せ

主
任
児
童
委
員〝
フ
レ
ン
ド
〞に
よ

る
子
ど
も
た
ち
の
居
場
所
づ
く
り

健
康
福
祉
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

「
傾
聴
の
部
屋
」
の
ご
案
内

さ

と
う

お
か
も
と

な
か
じ
ま
ま
さ
ひ
ろ

ウェブサイト

特設ページ

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
の
開
催
に
つ
い
て

お し ら せ



壬
生
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ

ー
会
員
募
集
中（
入
会
説
明
会
）

壬
生
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
か
ら
の
お
し
ら
せ

刃
物
研
ぎ
の
お
知
ら
せ

商
工
観
光
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

と
ち
ぎ
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

フ
ェ
ア　
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加

学
生
募
集

ミ
ド
ル
世
代
の
と
ち
ぎ
お
仕
事

フ
ェ
ス
参
加
者
募
集

WORKWORKとちぎ

市
民
公
開
講
座

〜
多
職
種
で
取
り
組
む
脳
卒
中
・

心
臓
病
等
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
〜

◆
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
「
福
来
（
ふ
っ

く
）
ら
」

○
日
時　
11
月
17
日（
日
）午
前
10
時

〜
11
時
頃

○
場
所　
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

し
も
つ
け
荘　
ホ
ー
ル

《
共
通
事
項
》

○
参
加
費　
１
０
０
円

◎
問
合
せ

　
健
康
福
祉
課
介
護
保
険
係　

☎

（
81
）１
８
７
６
・
１
８
７
７

　
壬
生
北
地
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー　
☎（
86
）３
５
７
９

　
壬
生
南
地
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー　
☎（
82
）２
１
１
９

　
家
族
を
介
護
す
る
方
が
、
悩
み
や

不
安
を
、
安
心
し
て
話
を
し
た
り
、

情
報
交
換
を
し
た
り
す
る
場
と
し
て
、

介
護
者
サ
ロ
ン
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
介
護
者
の
方
同
士
で
自
分
の
体
験

に
つ
い
て
話
し
合
い
、
励
ま
し
あ
い
、

親
睦
を
深
め
る
こ
と
で
、
よ
り
良
い

介
護
を
め
ざ
し
て
い
き
ま
せ
ん
か
？

○
日
時　
12
月
13
日（
金
）午
前
10
時

〜
11
時
45
分

○
場
所　
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

○
活
動
内
容　
介
護
者
サ
ロ
ン
で
は

参
加
者
の
話
を
聞
い
た
り
、
自
分
の

体
験
を
話
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
自

分
か
ら
話
を
す
る
の
が
苦
手
な
方
で

も
、
話
を
聞
く
、
情
報
を
も
ら
う
こ

と
を
目
的
に
参
加
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
町
職
員
、
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
職
員
も
出
席
し
て
い
ま
す

の
で
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の

悩
み
な
ど
を
お
話
く
だ
さ
い
。

※
介
護
者
サ
ロ
ン
で
話
さ
れ
た
内
容

を
他
に
話
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

○
参
加
費　
無
料

○
申
込
方
法　
12
月
11
日（
水
）ま
で

に
電
話
申
込

◎
問
合
せ

　
健
康
福
祉
課
介
護
保
険
係　

☎

（
81
）１
８
７
６
・
１
８
７
７

　
壬
生
北
地
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー　
☎（
86
）３
５
７
９

　
壬
生
南
地
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー　
☎（
82
）２
１
１
９

　
町
社
会
福
祉
協
議
会　
☎（
82
）７

８
９
９

○
日
時　
11
月
22
日（
金
）午
後
２
時

〜
３
時
30
分

○
場
所　
栃
木
県
庁　
東
館
４
階
講

堂
（
宇
都
宮
市
塙
田
１
ー
１
ー
20
）

○
内
容　
オ
ー
プ
ニ
ン
グ　
栃
木
県

の
脳
卒
中
・
心
臓
病
対
策
に
つ
い
て

【
第
１
部
】

・
講
演
１　

脳
卒
中
を
予
防
し
よ

う
！
発
見
し
よ
う
！ 

・
講
演
２　
心
不
全
予
防
の
た
め
に

で
き
る
こ
と

【
第
２
部
】

・
講
演
３　
脳
卒
中
・
心
臓
病
の
食

事
管
理

・
講
演
４　
脳
卒
中
・
心
臓
病
患
者

さ
ん
の
就
労
支
援

　
講
師
等
詳
細
に
つ

い
て
は
二
次
元
コ
ー

ド
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

※
入
場
無
料
・
事
前
申
込
不
要

　
来
場
者
先
着
１
０
０
名
の
方
に
ノ

ベ
ル
テ
ィ
グ
ッ
ズ
を
プ
レ
ゼ
ン
ト

　
当
日
午
後
１
時
よ
り
会
場
隣
の
ス

ペ
ー
ス
に
相
談
無
料
の
出
張
相
談
窓

口
を
設
置
し
ま
す

○
主
催　
獨
協
医
科
大
学
病
院 

脳

卒
中
・
心
臓
病
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

○
共
催　
栃
木
県
、
栃
木
県
医
師
会
、

栃
木
県
内
科
医
会
、
日
本
脳
卒
中
協

会
栃
木
県
支
部

◎
問
合
せ　
獨
協
医
科
大
学
病
院 

脳
卒
中
・
心
臓
病
総
合
支
援
セ
ン
タ

ー　
☎（
87
）２
３
８
３

　
年
齢
を
重
ね
て
も
、
ま
だ
ま
だ
元

気
で
働
き
た
い
意
欲
の
あ
る
60
歳
以

上
の
皆
さ
ん
、
一
緒
に
働
き
ま
せ
ん

か
？
新
規
会
員
へ
の
入
会
説
明
会
を

開
催
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
越
し
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
左
記
の
日
程
で
は
都
合
が

つ
か
な
い
方
は
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

○
日
時   

12
月
２
日（
月
）午
後
１
時

30
分
〜
（
概
ね
30
分
）

○
場
所　
シ
ル
バ
ー
ワ
ー
ク
プ
ラ
ザ

研
修
室
（
役
場
庁
舎
西
）

○
入
会
資
格

・
町
内
在
住
で
、
原
則
60
歳
以
上
の

方・
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
方
（
特

別
な
資
格
な
ど
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
）

・
シ
ル
バ
ー
事
業
の
趣
旨
を
理
解
し
、

賛
同
さ
れ
る
方

○
説
明
会
内
容　
入
会
資
格
・
シ
ル

バ
ー
事
業
の
趣
旨
・
概
要
の
説
明
、

入
会
申
込
書
の
記
入
方
法
、
質
疑

　
長
い
経
験
と
キ
ャ
リ
ア
を
持
っ
た

元
大
工
等
の
会
員
が
技
と
心
で
研
ぎ

ま
す
。

○
日
程
・
場
所

・
12
月
11
日（
水
）シ
ル
バ
ー
ワ
ー
ク

プ
ラ
ザ
（
役
場
庁
舎
西
）

・
12
月
18
日（
水
） 

南
犬
飼
地
区
公

民
館
分
館

○
時
間　
午
前
９
時
〜
午
後
１
時

（
多
少
前
後
す
る
事
が
有
り
ま
す
）

○
料
金　
菜
切
り
包
丁
３
５
０
円
、

出
刃
包
丁
４
５
０
円
、
鎌
２
０
０
円

〜
３
５
０
円
等

※
刃
こ
ぼ
れ
、
サ
ビ
落
と
し
は
、
割

り
増
し
（
状
況
に
よ
り
１
５
０
円
〜

２
５
０
円
）
と
な
り
ま
す

※
各
日
、
一
人
当
た
り
３
丁
ま
で
と

し
ま
す

《
共
通
事
項
》

◎
問
合
せ
　（
公
社
）壬
生
町
シ
ル
バ

ー
人
材
セ
ン
タ
ー　
☎（
82
）４
６
８

２　
県
内
企
業
で
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
参
加
を
希
望
し
て
い
る
学
生
を
対

象
に
、
企
業
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
の
場

と
な
る
フ
ェ
ア
を
開
催
し
ま
す
。

○
日
時　
11
月
15
日（
金
）午
後
４
時

〜
５
時
30
分

○
場
所　
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ 

使
用
）

○
対
象
者　
学
生
（
学
年
不
問
）

○
参
加
企
業　
約
15
社

○
申
込
期
限　
11
月
14
日（
木
）

　
詳
細
は
、
下
記

就
職
支
援
サ
イ
ト

を
確
認
く
だ
さ
い
。

◎
問
合
せ　
県
産
業
労
働
観
光
部
労

働
政
策
課　

☎
０
２
８（
６
２
３
）３

２
２
４

　
ミ
ド
ル
世
代
の
求
職
者
で
正
社
員

を
目
指
す
方
等
を
対
象
に
、
企
業
と

の
マ
ッ
チ
ン
グ
会
を
開
催
し
ま
す
。
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第
５
回
介
護
者
サ
ロ
ン
の
開
催

に
つ
い
て

お し ら せ



　
服
装
自
由
、
当
日
参
加
Ｏ
Ｋ
！

○
日
時
　
12
月
10
日（
火
）午
後
２
時

〜
４
時

○
場
所　
ラ
イ
ト
キ
ュ
ー
ブ
宇
都
宮

　
大
会
議
室
２
０
１

○
対
象
者　
概
ね
35
〜
55
歳
の
正
社

員
を
目
指
す
方
等

○
参
加
費　
無
料

○
参
加
企
業　
約
20
社

○
主
催　
栃
木
県

○
詳
細　
下
記
事
業

委
託
先
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
を
確
認
く
だ
さ
い
。

◎
問
合
せ　
（
株
）ワ
ー
ク
エ
ン
ト
リ

ー　
☎
０
２
８（
６
１
２
）８
６
４
３

　
栃
木
県
林
業
大
学
校
で
は
、
森
林

・
林
業
・
木
材
産
業
に
関
す
る
幅
広

い
知
識
と
技
術
の
習
得
や
林
業
に
必

要
な
資
格
の
取
得
が
で
き
る
就
業
前

長
期
課
程
に
お
け
る
令
和
７（
２
０
２

５
）年
度
学
生
募
集
の
た
め
、一
般
選

考
試
験
を
実
施
し
ま
す
。

　
入
学
願
書
等
を
希
望
す
る
方
は
、

栃
木
県
林
業
大
学

校
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
確
認
く
だ
さ
い
。

○
応
募
資
格　
高
等
学
校
ま
た
は
中

等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
も
し
く

は
令
和
７（
２
０
２
５
）年
３
月
31
日

ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
等

○
定
員　
15
名
程
度

○
出
願
期
間　
一
般
選
考
（
前
期
）

11
月
12
日（
火
）〜
12
月
３
日（
火
）、

（
後
期
）令
和
７（
２
０
２
５
）年
１
月

14
日（
火
）〜
２
月
10
日（
月
）

○
選
考
日　
一
般
選
考
（
前
期
）
12

月
17
日（
火
）、（
後
期
）
令
和
７（
２

０
２
５
）年
２
月
18
日（
火
）

○
受
験
料
　
無
料

○
試
験
場
所　
栃
木
県
林
業
大
学
校

（
宇
都
宮
市
下
小
池
町
２
８
０
）

◎
問
合
せ　
栃
木
県
林
業
大
学
校　

☎
０
２
８（
６
１
２
）６
０
６
９

○
入
居
申
込
資
格

①
現
在
同
居
し
て
い
る
、
ま
た
は
同

居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が
あ
る
方

（
３
ヶ
月
以
内
に
結
婚
、
同
居
す
る

婚
約
者
を
含
む
）

　
町
営
住
宅
に
単
身
で
入
居
を
希
望

す
る
方
で
も
、
一
定
の
条
件
を
満
た

せ
ば
申
込
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

②
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
な
方
（
申
込
者
ま
た
は
同
居
予

定
の
方
が
住
宅
を
所
有
し
て
い
る
場

合
は
原
則
と
し
て
申
し
込
む
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
）

③
市
町
村
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

④
暴
力
団
員
で
な
い
方
（
同
居
者
も

含
み
ま
す
）

⑤
所
定
の
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し

た
世
帯
全
員
の
所
得
額
が
次
の
金
額

以
下
で
あ
る
方

◇
世
帯
全
員
の
月
あ
た
り
所
得

・
一
般
世
帯
１
５
８
，
０
０
０
円
以

下・
裁
量
階
層
世
帯
（
※
参
照
）
２
１

４
，
０
０
０
円
以
下

※
障
が
い
者
の
い
る
世
帯
、
未
就
学

児
の
い
る
世
帯
な
ど

○
申
込
方
法　
11
月
６
日（
水
）以
降

に
建
設
課
住
宅
係
で
入
居
申
込
書
を

配
布
し
ま
す
。（
土
日
を
除
く
）

　
入
居
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
入
居

申
込
書
に
必
要
書
類
を
添
え
て
左
記

の
受
付
期
間
中
に
建
設
課
住
宅
係
ま

で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
受
付
期
間　
11
月
６
日（
水
）〜
20

日（
水
）午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

（
土
日
祝
を
除
く
）

　
申
込
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
に
な

り
ま
す
。
抽
選
会
は
11
月
22
日（
金
）

午
前
10
時
か
ら
予
定
し
て
い
ま
す
。

・
入
居
資
格
な
ど
詳
し
い
内
容
に
つ

い
て
は
配
布
す
る
入
居
申
込
案
内
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

・
入
居
日
は
12
月
以
降
に
な
り
ま
す
。

（
事
務
手
続
き
の
都
合
に
よ
り
前
後

す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
）

・
入
居
の
際
に
は
、
家
賃
２
ヶ
月
分

の
保
証
金
と
連
帯
保
証
人
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
連
帯
保
証
人
は
町
内
に

居
住
し
て
い
る
方
、
ま
た
は
県
内
に

居
住
し
て
い
る
親
族
で
１
名
で
す
。

◎
問
合
せ　
建
設
課
住
宅
係　

☎

（
81
）１
８
４
９

　
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
と
オ
カ
リ
ナ

演
奏
、
壬
生
少
年
少
女
合
唱
団
の
合

唱
に
よ
る
ク
リ
ス
マ
ス
コ
ン
サ
ー
ト

を
開
催
し
ま
す
。
心
温
ま
る
ク
リ
ス

マ
ス
コ
ン
サ
ー
ト
で
、
師
走
の
忙
し

さ
を
忘
れ
る
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
て

み
ま
せ
ん
か
。
乳
児
か
ら
大
人
ま
で

ど
な
た
で
も
入
場
で
き
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
お
誘
い
あ
わ
せ
の
上
、
来
場
く

だ
さ
い
。

○
日
時　
12
月
15
日（
日
）午
前
10
時

〜
11
時
30
分（
開
場
午
前
９
時
30
分
）

○
会
場　
城
址
公
園
ホ
ー
ル
（
壬
生

中
央
公
民
館
）
中
ホ
ー
ル

○
内
容　
男
女
共
同
参
画
の
視
点
を

持
っ
た
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
（
お
は

な
し
ア
ラ
イ
グ
マ
）、
オ
カ
リ
ナ
演
奏
、

合
唱
（
壬
生
少
年
少
女
合
唱
団
）

○
対
象　
ど
な
た
で
も（
２
０
０
席
）

○
入
場
料　
無
料
（
申
込
不
要
）

○
そ
の
他　
授
乳
や
お
む
つ
替
え
の

た
め
の
部
屋
と
し
て
、
２
階
の
和
室

を
開
放
し
ま
す
。

○
主
催　
町
教
育
委
員
会

◎
問
合
せ　
生
涯
学
習
課
生
涯
学
習

係　
☎（
81
）１
８
７
３

○
日
時　
令
和
７
年
１
月
12
日（
日
）

　
受
付　
午
前
９
時
〜
９
時
45
分

　
式
典
・
記
念
写
真
撮
影
等　
午
前

10
時
〜
正
午

○
場
所 
城
址
公
園
ホ
ー
ル
（
壬
生

中
央
公
民
館
）
大
ホ
ー
ル

○
対
象　
平
成
16
年
４
月
２
日
〜
平

お し ら せ

建
設
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

町
営
住
宅
入
居
者
募
集（
４
部
屋
）

農
政
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

令
和
７
年
度
栃
木
県
林
業
大
学

校
就
業
前
長
期
課
程
の
学
生
募

集
に
つ
い
て

ウェブサイト

住　宅 棟 階数 間取り家賃（円）

（駅東町4－24）
壬生駅まで徒歩約５分

下台団地

（壬生丁281）
国谷駅まで徒歩約７分

ひばりヶ丘団地

備　　考

　駐車場は１世帯に１台です。
　給湯器・浴槽・風呂釡・エア
コン・ガス台はありません。

　家賃はあくまで予定です。
　家賃算定の結果この範囲外
になる可能性もあります。

　家賃のほか共益費がかかり
ます。

　家賃の金額は、所得によっ
て決まります。

18,100～
27,000円

３階４号棟 3Ｋ
（62.0㎡）

14,500～
21,700円４号棟 ２階 3Ｋ

（54.9㎡）

２号棟 12,800～
19,000円４階 3K

 (49.9㎡)

15,800～
23,600円２号棟 １階 3Ｋ

（54.9㎡）

ウェブサイト

生
涯
学
習
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

男
女
共
同
参
画
推
進
講
座
〜
絵

本
と
音
楽
に
よ
る
ク
リ
ス
マ
ス

コ
ン
サ
ー
ト
〜
開
催
の
お
知
ら
せ

第
76
回
壬
生
町
二
十
歳
の
集
い

の
ご
案
内

18



成
17
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

○
案
内
状　
９
月
下
旬
に
「
案
内
は

が
き
」
を
郵
送
し
ま
し
た
。

※
町
内
に
住
民
登
録
を
し
て
い
な
い

方
で
、
本
町
で
の
出
席
を
希
望
す
る

場
合
に
は
左
記
へ
連
絡
く
だ
さ
い

〈
申
し
出
事
項
〉
氏
名
、
生
年
月
日
、

住
所
、
電
話
番
号
、
世
帯
主
名
、
卒

業
し
た
中
学
校
名

◎
問
合
せ　
生
涯
学
習
課
生
涯
学
習

係　
☎（
81
）１
８
７
３　
Ｆ
Ａ
Ｘ（
82
）

０
９
３
５

メ
ー
ル

　
第
５
回
シ
ャ
ン
ソ
ン
・
デ
ュ
オ
コ

ン
サ
ー
ト

○
日
時　
12
月
７
日（
土
）午
後
１
時

30
分
〜
午
後
３
時
30
分

○
場
所　
生
涯
学
習
館　
講
堂

○
内
容　
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
（
野
中

英
士
）と
ギ
タ
ー
/
ヴ
ォ
ー
カ
ル（
高

橋
一
徳
）
の
デ
ュ
オ
コ
ン
サ
ー
ト

○
対
象
・
定
員　
町
民
80
名

○
参
加
費　
１
０
０
円
（
お
茶
代
）

◎
申
込
・
問
合
せ　
セ
ミ
ナ
ー
ス
タ

ッ
フ「
み
ち
」福
田　
☎
０
９
０（
２

１
５
４
）
８
０
９
９

　
下
野
市
・
上
三
川
町
・
壬
生
町
の

１
市
２
町
は
、
そ
の
繋
が
り
を
活
か

し
て
文
化
財
を
活
用
し
た
様
々
な
事

業
を
展
開
し
て
い
て
、
毎
年
連
携
事

業
と
し
て
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト

を
開
催
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
上

三
川
町
中
心
市
街
地
の
史
跡
や
寺
院

を
巡
り
ま
す
。

○
日
時　
12
月
７
日（
土
）午
前
９
時

30
分
〜
午
後
１
時
頃
（
９
時
15
分
集

合
）
※
雨
天
中
止

○
集
合　
Ｏ
Ｒ
Ｉ
Ｇ
Ａ
Ｍ
Ｉ
プ
ラ
ザ

（
上
三
川
町
上
三
川
４
１
７
３
番
地

１
）

○
コ
ー
ス　
Ｏ
Ｒ
Ｉ
Ｇ
Ａ
Ｍ
Ｉ
プ
ラ

ザ
↓
愛
宕
塚
古
墳（
上
三
川
町
）↓
か

ぶ
と
塚
古
墳
↓
生
沼
家
住
宅
↓
白
鷺

神
社
↓
長
泉
寺
↓
上
三
川
城
址
公
園

（
距
離
約
５
・
７
㎞
）

○
定
員　
先
着
20
名

○
参
加
費　
無
料

○
持
ち
物　
タ
オ
ル
、
飲
み
物
等

※
歩
き
や
す
い
服
装
、
靴
で
お
越
し

く
だ
さ
い

○
そ
の
他　
長
距
離
を
歩
き
ま
す
の

で
、
足
腰
に
自
信
の
あ
る
方
が
対
象

で
す
。
自
身
の
体
力
を
考
慮
し
て
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

◎
申
込
・
問
合
せ　
11
月
11
日（
月
）

午
前
９
時
〜
電
話
に
て
申
し
込
み
。

上
三
川
町
生
涯
学
習
課
文
化
係　
☎

０
２
８
５（
56
）３
５
１
０

　
栃
木
シ
テ
ィ
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
ク
ラ

ブ
ス
ク
ー
ル
の
下
、
技
術
向
上
を
目

指
し
楽
し
く
サ
ッ
カ
ー
を
楽
し
み
ま

し
ょ
う
！

○
日
時　
12
月
21
日（
土
）午
前
10
時

〜
正
午
（
受
付
午
前
９
時
30
分
〜
）

○
場
所　
町
総
合
公
園
陸
上
競
技
場

○
申
込
期
間
　
11
月
15
日（
金
）〜
12

月
13
日（
金
）

　
栃
木
ブ
レ
ッ
ク
ス
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ

ー
ル
ス
ク
ー
ル
の
下
、
技
術
向
上
を

目
指
し
楽
し
く
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
！

○
日
時　
12
月
14
日（
土
）午
前
10
時

〜
正
午
（
受
付
午
前
９
時
30
分
〜
）

○
場
所　
町
総
合
運
動
場
体
育
館

○
申
込
期
間　
11
月
21
日（
木
）〜
12

月
８
日（
日
）

《
共
通
事
項
》

○
募
集
人
員　
先
着
60
名

○
参
加
資
格　
町
内
在
住
お
よ
び
近

隣
市
町
の
ジ
ュ
ニ
ア
（
小
学
生
）

○
参
加
費　
会
員
１
０
０
円
、
非
会

員
２
０
０
円
（
保
険
代
含
む
）

◎
申
込
・
問
合
せ

ゆ
う
が
お
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
事
務
局

（
町
総
合
運
動
場
管
理
棟
内
）

　
☎（
51
）６
０
２
２　
Ｆ
Ａ
Ｘ（
51
）

２
９
４
３

　
メ
ー
ル

　
第
13
回
壬
生
町
ゆ
う
が
お
マ
ラ
ソ

ン
大
会
の
開
催
に
伴
い
、
左
記
の
と

お
り
交
通
規
制
を
実
施
し
ま
す
。

　
本
大
会
は
、
ゲ
ス
ト
ラ
ン
ナ
ー
に

シ
ド
ニ
ー
五
輪
女
子
マ
ラ
ソ
ン
金
メ

ダ
リ
ス
ト
の
高
橋
尚
子
さ
ん
を
迎
え

て
行
い
ま
す
。
多
く
の
参
加
者
お
よ

び
来
場
者
が
見
込
ま
れ
ま
す
の
で
、

大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
日
時　
12
月
１
日（
日
）雨
天
決
行

午
前
９
時
〜
12
時
30
分

○
交
通
規
制

　
コ
ー
ス
上
は
原
則
、
車
両
全
面
通

行
止
め
と
な
り
ま
す
。

　
県
道
宇
都
宮
・
栃
木
線
に
つ
い
て

は
、
宇
都
宮
方
面
片
側
一
車
線
通
行

規
制
と
な
り
ま
す
。

○
交
通
規
制
図

　
町
公
式
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

◎
問
合
せ

　
壬
生
町
ゆ
う
が
お
マ
ラ
ソ
ン
大
会

実
行
委
員
会
事
務
局
（
壬
生
町
ス
ポ

ー
ツ
振
興
課
）

　
☎（
82
）２
３
４
５　
Ｆ
Ａ
Ｘ（
82
）

２
７
０
６

　
メ
ー
ル　

　
町
民
の
皆
さ
ん
の
健
康
増
進
と
親

睦
を
は
か
る
た
め
、
令
和
６
年
度
第

６
回
町
民
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
大

会
を
開
催
し
ま
す
。

○
主
催　
町
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ

協
会

○
実
施
日　
12
月
10
日（
火
）

※
小
雨
延
期
（
午
前
８
時
に
決
定
し

ま
す
）
延
期
の
場
合
は
12
月
17
日（
火
）

に
実
施
予
定

○
会
場　
町
総
合
運
動
場
Ｂ
グ
ラ
ウ

ン
ド

○
集
合　
締
切
時
刻
午
前
８
時
30
分

（
遅
刻
し
た
場
合
は
参
加
不
可
）

○
参
加
資
格　
町
内
在
住

○
申
込
方
法　
当
日
会
場
に
て
受
付

○
参
加
料　
３
０
０
円
（
協
会
登
録

者
は
無
料
）

○
協
会
へ
の
登
録　
年
間
会
費
３
，

５
０
０
円
（
町
協
会
費
２
，
０
０
０

円
、
県
協
会
費
１
，
０
０
０
円
、

（
公
社
）日
本
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ

協
会
費
５
０
０
円
）

○
持
参
品　
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ

用
品　
※
持
っ
て
い
な
い
方
は
申
し

出
て
く
だ
さ
い

◎
問
合
せ　
町
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル

フ
協
会　
会
長　
星
野
ト
ヨ　
☎（
82
）

１
８
８
７

お し ら せ

生
涯
学
習
セ
ミ
ナ
ー
人
生
１
０
０

年
学
ぶ
楽
し
さ
再
発
見
〜
Ｓ
Ｄ
Ｇｓ

社
会
を
目
指
し
て
Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
３

か
み
の
か
わ
を
歩
こ
う
！

〜
１
市
２
町
連
携
事
業
〜

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
か
ら
の

お
し
ら
せ

　
　
　
　
gakusyu@

tow
n.m
ibu.

tochigi.jp

ゆ
う
が
お
サ
ッ
カ
ー
ス

ク
ー
ル
参
加
者
募
集

ゆ
う
が
お
ミ
ニ
バ
ス
ケ

ッ
ト
ボ
ー
ル
ス
ク
ー
ル

参
加
者
募
集

ふ
く 

だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の 

な
か

え
い  

じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

　
た
か

は
し
か
ず
の
り

第
13
回
壬
生
町
ゆ
う
が
お
マ
ラ
ソ

ン
大
会
交
通
規
制
の
お
知
ら
せ

令
和
６
年
度
第
６
回
町
民
グ
ラ
ウ

ン
ド
・
ゴ
ル
フ
大
会
参
加
者
募
集

　
　
　
　
yuugaosc@

cc9.ne.jp

　
　
　
　
　
sports@

tow
n.m
ibu.

tochigi.jp

た
か
は
し
な
お
こ

ほ
し 

の

ウェブサイト
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◎場所・問合せ　とちぎわんぱく公園　☎（86）5855
※各イベントの申込期間／方法については、とちぎわんぱく公園ウェブサイトをご覧ください

No. タイトル名 対　象 参加費日　程 時　　間 場　所 定　員

3 冬への贈り物
‘ ハーバルスワッグ ’ 午前10時30分～11時45分 1,600円ぱなぱな工房 どなたでも

（親子可）11/23（土） 15組

4 ‘ クリスマスリース’づくり 午前10時～11時30分
午後１時～２時30分 1,100円ぱなぱな工房 どなたでも11/24（日） 各回８組

午前10時～正午8 親子で ‘マグカップ ’を
つくろう

１組
1,000円ぱなぱな工房 小学生の親子

（２人１組）12/14（土） 10組

1 ピッピとあそぼう 午後１時30分～11/16（土） 無料ぱなぱなのまち
ステージ ３歳～小学生 30名

9 鳥を見よう 午前９時～11時45分 無料
受付：ぱなぱな
工房
活動：園内

小学３年生以
上12/15（日） 10名

2
秋のネイチャーゲーム
「カモフラージュにチャ
レンジ！」

午後１時～３時11/17（日） ぱなぱなのまち
西側の林 どなたでも なし 無料

午前10時～正午5 和紙ちぎり絵教室 実費ぱなぱな工房 毎月参加でき
る大人11/28（木） 若干名

6 クリスマスを彩る
マイカップorプレート作り 午前10時～正午 500円ぱなぱな工房 どなたでも

（幼児は親子で）12/7（土） 16組

12/8（日）7 押し花で干支（巳年）の
額飾りをつくろう 午前10時～正午 550円ぱなぱな工房 どなたでも 12組

下水道工事にご協力ください
　雨水管敷設工事を２件、下記のとおり行います。
　工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願い
します。

①
工 事 名：公共下水道工事（北部第三排水区）その２工区
工事箇所：安塚地内
工事期間：11月上旬頃～令和７年３月中旬頃

②
工 事 名：公共下水道工事（北部第七排水区）その１工区
工事箇所：至宝一丁目地内
工事期間：11月上旬頃～令和７年３月中旬頃

※測量や材料の発注等により時間を要する場合があります
◎問合せ　下水道課工務係　☎（81）1859

獨協医科大学病院

国谷駅

壬生郵便局

壬生東小

壬生自動車学校

獨協医科大学病院

国谷駅

壬生郵便局

壬生東小

壬生自動車学校

旧
栃
木
街
道

安
塚
バ
イ
パ
ス

旧
栃
木
街
道

安
塚
バ
イ
パ
ス

南犬飼中

①

②

①

②
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　パパとお子さんで楽しく触れあいながら体を動か
してみませんか？
　パパの体力づくり、健康維持のためにもおススメ
です。一緒に共有する親子の幸せ時間を過ごしまし
ょう！この日はパパに任せて、ママはゆっくりする
のもいいですね。
○日　時　12月７日（土）
　　　　　①午前９時30分～10時20分　　
　　　　　（１歳程度～あんよができるお子さん）
　　　　　②午前10時30分～11時20分　　
　　　　　（生後６か月程度～１歳程度のあんよが
　　　　　まだのお子さん）
○場　所　町保健福祉センター２階　
○講　師　OK Jエアロビックファミリー認定イン
　　　　　ストラクター　大橋光子氏
○対　象　未就学の親子（町内在住）
○定　員　①②各10組程度 
○参加費　無　料
○申　込　11月１日（金）～申込フォームより
○持ち物　水分補給用飲み物・汗ふきタオル
　　　　　※動きやすい服装でお越しください

《共通事項》
◎問合せ　子育て支援センターつばめ
　　　　　☎（86）0132
　　　　　（午前９時～午後４時30分）

　児童館をはじめて利用する親子を応援します。
○日　時　11月20日（水）午前10時～11時
○内　容　利用案内・読み聞かせ・クラフトタイム・
　　　　自由遊び
○対　象　はじめて児童館を利用する親子　　
○申　込　前日までに電話で申込み

　小物づくりをきっかけに
子育て・ママ友づくりを応
援します。
○日　時　11月22日（金）
　　　　　午前９時45分～10時45分　４組
　　　　　午前10時45分～11時45分　４組
○内　容　クラフトタイム・読み聞かせ・自由遊び
○対　象　未就園児親子　８組　
○申　込　前日までに電話で申込み

○日　時　12月27日（金）午前10時～11時
○内　容　親子ふれあいあそび
○対　象　１歳３ケ月以上の未就学児と保護者10組
　　　　　※ボランティアスクールを兼ね、中学生
　　　　　が参加します
○申　込　11月20日（水）～来館または電話にて申込み

《共通事項》
◎場所・問合せ　児童館　☎（82）7388
　　　　　　　　（午前８時30分～午後５時）

はじめての児童館

児童館からのおしらせ児童館からのおしらせ
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　夜泣き・早朝起き・寝ぐずりがひどい・寝かしつ
けに時間がかかるなど、お子さんの睡眠に関するお
悩みはありませんか？これらを改善する際に必ず確
認するのが「睡眠の土台」です。
　現在悩みがある方はもちろん、この機会にねんね
を見直したい方も大歓迎です。ぐっすりねんねに向
けて一緒に考えていきましょう！
○日　時　12月19日（木）午前10時～11時
○場　所　子育て支援センターつばめ
○講　師　 I P H I 乳幼児コンサルタント　渋江祥
　　　　　子氏
○対　象　０歳～２歳児程度の親子（町内在住）
○定　員　８組程度
○参加費　無　料
○申　込　11月11日（月）～申込フォーム
　　　　より
○持ち物　水分補給用飲み物等

子育て支援センター
からのおしらせつばめつばめ

「ぐっすりねんねのための土台作りセミナー」
参加者募集のお知らせ

「父と子のフィットネス教室」
参加者募集のお知らせ

マミータイム
【スウェード紐で作るブレスレット】

「親子で楽しむふれあいあそび」
参加者募集

申込フォーム

申込フォーム

しぶ  え  しょう

こ

おおはしみつ  こ



お し ら せ

壬生北小学校
安塚小学校
睦小学校
壬生東小学校
藤井小学校
稲葉小学校

午後１時～２時
午後１時～３時
午後１時～３時
午後１時～３時
午後１時～２時
午後１時～２時

3日（火）
4日（水）
5日（木）
6日（金）
13日（金）
19日（木）

○移動図書館（BM）12月の日程

おもちゃのまち
（おもちゃ団地協同
　組合北側駐車場）

午後２時～４時20日（金）

図書館からのおしらせ図書館からのおしらせ

羽生田小学校 午後１時～２時24日（火）

壬生北小学校
睦小学校
壬生東小学校
安塚小学校
稲葉小学校
羽生田小学校

午後１時～２時
午後１時～３時
午後１時～３時
午後１時～３時
午後１時～２時
午後１時～２時

5日（火）
7日（木）
8日（金）
13日（水）
14日（木）
20日（水）

○移動図書館（BM）11月の日程

おもちゃのまち
（おもちゃ団地協同
　組合北側駐車場）

午後２時～４時21日（木）

藤井小学校 午後１時～２時22日（金）

（０･１･２才向け）
　11月21日（木）・12月19日（木）
　午前10時～10時30分

《共通事項》
○場　所　町立図書館２階　児童室

　図書館では、スタッフ・ボランティアによる子ども
向けの読み聞かせを開催しています。

おはなし会11・12月の日程

おはなしひろば

親子おはなし会

　11月２日（土）・９日（土）・16日（土）・23日（土）
　・30日（土）
　12月７日（土）・14日（土）
　午前10時～10時30分
　※12月21日（土）は「クリスマスおはなし会」を午前
　10時から開催します

○日　時　11月24日（日）午後２時～４時
○場　所　町立図書館２階　会議室　　 
○朗　読　図書館読書ボランティア「おはなしア
　　　　ライグマ」
○定　員　25名（先着順）　　　
○申　込　11月９日（土）午前９時より、図書館カ
　　　　ウンターまたは電話にて申し込み。

○日　時　11月17日（日）午後２時～３時30分
○場　所　町立図書館２階　会議室
○内　容　スタッフしか入ることができない場所
　　　　を含め図書館各所を見学し、スタッフの
　　　　仕事の一つである、本へブッカー（透明
　　　　フィルムカバー）をかける体験をするこ
　　　　とができます。
○対　象　小学生～一般の方　※小学校３年生以
　　　　下は必ず保護者同伴
○定　員　15名
○参加費　無料
○申　込　11月２日（土）午前９時より、図書館カ
　　　　ウンターにて申し込み。
　　　　　電話での受付は正午より可。
○持ち物　カバー貼り用の本１冊

　壬生町立図書館は、11月25日（月）～29日（金）
の間、特別整理期間のため休館となります。
　ご理解とご協力を、お願いします。
○11月25日（月）　休館日
○11月26日（火）～29日（金）　特別整理期間

大人のための朗読会
「宮澤賢治を読む－ＰＡＲＴⅡ」

壬生町立図書館
特別整理期間による休館のおしらせ

みんなのための図書館バックヤードツアー
図書館の裏側を覗いてみよう！

図書館ウェブサイト

◎問合せ　壬生町立図書館　　☎（82）8543
　（指定管理者 ㈱図書館流通センター）
○開館時間　午前９時～午後７時
○休 館 日　月曜日
　　　　　　　（祝日の場合は開館、夏休み期間中は休館日なし）
　　　　　　年末年始、特別整理期間

URL　https://www.library.mibu.tochigi.jp/
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図書館キャラクター：ミブラ
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お し ら せ

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
か
ら
の

お
し
ら
せ

　
多
重
債
務
に
陥
る
と
、
個
人
の
知
恵
や

努
力
だ
け
で
の
解
決
は
極
め
て
困
難
に
な

り
ま
す
。
多
重
債
務
問
題
は
専
門
家
に
相

談
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
壬
生
町
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、
多

重
債
務
問
題
を
抱
え
て
い
る
相
談
者
を
法

律
専
門
家
や
専
門
相
談
機
関
な
ど
に
つ
な

ぎ
、
問
題
解
決
の
道
筋
が
出
来
る
ま
で
の

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
し
ま
す
。

　
債
務
が
少
額
で
あ
っ
て
も
、
返
済
に
不

安
が
あ
る
場
合
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

〇
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の
買
い
物
と
キ

ャ
ッ
シ
ン
グ
の
利
用
分
を
リ
ボ
払
い
で
返

済
し
て
い
る
が
、
支
払
い
が
困
難
な
状
況

だ
。
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

〇
消
費
者
金
融
か
ら
の
借
金
の
返
済
が
で

き
ず
、
裁
判
所
か
ら
通
告
書
が
届
い
て
い

る
。
今
ま
で
に
い
く
ら
借
り
て
い
る
の
か

よ
く
わ
か
ら
な
い
。
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

　
多
重
債
務
相
談
は
事
前
に
電
話
で
来
所

相
談
日
時
の
予
約
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

◎
問
合
せ
　
町
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
☎（
82
）１
１
０
６

最
近
の
事
例

心配ごと特別相談（弁護士無料相談）

町社会福祉協議会　☎（82）7899

その他

対　象

申込日

申込方法
相談員
場　所

日　時

　国が設立した法律相談機関『法テラス栃木』
もご利用ください。　☎0570（078）374

町内在住者　各回５名
同一の内容の相談は一回限り

弁護士
電話予約受付（先着順）
11月11日（月）
午前８時30分～

12月９日（月）
午前８時30分～

11月14日（木） 
午前10時～正午

12月12日（木） 
午前10時～正午

申込み・問合せ

町保健福祉センター２階　録音室

消費生活相談

対　象
相談員

日　時

消費生活相談員

月～金曜日
（土・日曜日、祝日および年末年始を除く）
午前９時～正午、午後１時～４時

町内在住者
申込み・問合せ 町消費生活センター　☎（82）1106

場　所 町消費生活センター（役場庁舎内）

人権・行政相談

その他

相談内容

場　所
日　時

稲葉地区公民館
「人権相談」
　ひとりで悩んでいませんか？
　毎日の生活の中で、差別、いじめ、職場での嫌が
らせ、虐待、DVなどで思い悩むことがある場合。
人権擁護委員に人権相談をすることができます。
「行政相談」
　医療保険、年金、道路等、行政についての苦
情、要望等の相談を受け付けています。行政相
談委員に行政相談をすることができます。
　相田喜久夫 氏　☎（82）0603
　粂川　元一 氏　☎（86）3869

11月21日（木）　午後１時30分～３時30分

相談無料・秘密厳守 お気軽にご相談ください。
予約は必要ありませんが、事前予約を推奨します。

申込み・問合せ 生活環境課くらし安心係　☎（81）1826

あい だ  き  く  お

くめかわ    もといち

各　　種　　相　　談各　　種　　相　　談

壬
生
町
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は

無
料
で
多
重
債
務
に
関
す
る
相
談

を
受
け
付
け
て
い
ま
す

行政書士相談

相続、遺言、農地転用、開発行為等の手続き相談内容

日　時

役場103会議室

申込方法
電話予約受付（先着順）

対　象 町内在住者

場　所

申込み
問合せ 生活環境課くらし安心係　☎（81）1826

相談員 行政書士

11月27日（水）
午後２時～４時

12月25日（水）
午後２時～４時

11月１日（金）
午前８時30分～

12月２日（月）
午前８時30分～

１回の相談時間は30分です。

司法書士相談

相続全般ほか「相続登記義務化」、おひとり様
や認知症に備えた生前対策、ほか法律相談相談内容

日　時

役場103会議室

申込方法
電話予約受付（先着順）

対　象 町内在住者

場　所

申込み
問合せ 生活環境課くらし安心係　☎（81）1826

相談員 司法書士

11月20日（水）
午後２時～４時

12月18日（水）
午後２時～４時

11月１日（金）
午前８時30分～

12月２日（月）
午前８時30分～

１回の相談時間は30分です。

人権特設相談

場　所
日　時

役場101会議室 

相談内容

12月10日（火）午後１時30分～午後３時30分

問合せ 生活環境課くらし安心係　☎（81）1826

「人権特設相談」ひとりで悩んでいませんか？
毎日の生活の中で、差別、いじめ、職場での嫌が
らせ、虐待、DVなどで思い悩むことがある場合。
人権擁護委員に人権相談をすることができます。

その他 相談無料・秘密厳守お気軽に相談ください。
予約は必要ありませんが、事前予約を推奨します。



壬生町防災行政無線システムについて

総務課消防防災係　☎（81）1808壬生町防災行政無線に関するお問合せは

　役場にて放送した拡声子局からの案内と同じ内容を、携
帯電話やパソコンなどにメールで配信します。
　事前登録が必要ですので、次により登録ください。登録
方法は、携帯電話・パソコンなどから右記２次元コードや
下記ＵＲＬへアクセスしてください。
・URL　http://www.bousai-mibu.jp/mail/pub/

２次元コード

防災メールの配信放送内容の確認（電話応答装置）

☎0282（82）9000

　「放送されていることに途中で気付いた」
「風が強くて放送内容がよく聞こえなかった」
という場合は、次の番号に電話すると放送内容
を聞くことができます。

24

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、心に不安がある方や悩み、
ストレスがある方に対してLINEを使用した相談を行っています。

午後１時～11時（土日祝日含む）
本相談は「LINEアプリ」を使用します。 
２次元コードを読み取るか、URLを入力して、登録してください。 
URLはこちら→https://l in.ee/mEQ70Cr

相談時間
相談方法

こころの相談@とちぎこころの相談@とちぎ

日　　時

相談内容
相談番号

毎日　　 　午後４時～９時
毎月10日　午前８時 ～ 翌日11日
　　　　　 午前８時の24時間

日　　時

相談内容

平日　午後５時 ～ 翌朝８時30分
土日・祝日・年末年始（12/29～1/3）
24時間
緊急に必要な精神医療相談自殺予防相談

いのちの電話 救急医療相談電話

☎0570（666）990

いのちの電話 救急医療相談電話いのちの電話 救急医療相談電話精神科自殺予防 精神科自殺予防

相談番号☎0120（783）556

※発熱やせき・息切れ、強いだるさ（倦怠感）などの症状がある場合は、直接受診する前に医療機関に電話相
談し、指示を受けてください

平日（月～土曜日）

休日（日曜日・祝日・年末年始）

◆栃木地区急患センター　栃木市境町27-15　☎（22）8699

診療日時

午後７時～10時　内科のみ
内　科　午前９時～午後９時
外　科　午前９時～午後５時
小児科　午後６時～９時

※受付は、診療時間終了30分前までに済ませてください

◆『とちまる救急安心電話相談』
月曜日～金曜日　午後４時～翌朝 午前10時
土・日・祝休日　24時間
☎028(623)3344　プッシュ回線＃7119

月曜日～金曜日　午後４時～翌朝 午前10時
土・日・祝休日　24時間
☎028(623)3511　プッシュ回線＃8000

◆壬生町在宅当番医　午前９時～午後５時

通話料
無料

大人について子どもについて

※受診する際は、事前に電話確認をしてからお出かけください

安塚793－1
大師町38－4
中央町6－37
中央町3－21
安塚1944－4
安塚2008－1
通町10－5
幸町2－11－2

（86）8039
（81）0001
（82）2002
（82）0141
（86）0123
（86）0011
（82）0057
（86）1517

小 林 内 科 ク リ ニ ッ ク
あ か り こ ど も ク リ ニ ッ ク
松 本 内 科 医 院
前 原 医 院
佐 藤 医 院
島 田 医 院
小 倉 医 院
おもちゃのまち内科クリニック

電話番号住　　所診療科目病　　院　　名日　付
内科
小児科
内科
内科
内・小児科
内科
内・小児科
内科

（日）
（月）
（日）
（日）
（土）
（日）
（日）
（日）

11月 3 日
11月 4 日
11月10日
11月17日
11月23日
11月24日
12月 1 日
12月 8 日

急な病気やけがについて、経験豊富な看護師が相談に応じます。



イベントの開催状況については、町公式ウェブサイトを
確認するか、各担当課にお問合せください。11月16日～12月15日

毎月第３日曜日は家庭の日です。
この機会に家族の絆を深めてみませんか？
※一部施設で優待制度があります（詳細は県ＨＰ参照）
◎問合せ　教育委員会事務局生涯学習課（☎（81）1873）

毎月第３日曜日は
ふれあい育む
　　　　家庭の日

25

12月
1

5
6
7
8
9
10

3

12
13
14
15

16
17

19

22
23
24

20

26

水

木

27

4

21

2

18

25

11

月

火

日

28
29

金

30

こども（行事名） おとな（行事名）日 曜

おっぱい相談（10：00～保健福祉センター）
はじめての児童館（10：00～児童館）
地域子育て支援活動（10：00～おもちゃのまち ゆうゆ館）

未就園児親子対象教室 なかよしルーム・にこにこコース（10：00～児童館）

４か月児健診（13：00～保健福祉センター）

成長記録会・ベビーチャピー合同（９：30～子育て支援センターつばめ）

未就園児親子対象教室 なかよしルーム・きらきらコース（10：00～児童館）
10か月児健診（13：00～保健福祉センター）

３歳児健診（12：50～保健福祉センター）

両親学級（９：30～保健福祉センター）
父と子のフィットネス教室（９：30～保健福祉センター）

おっぱい相談（10：00～保健福祉センター）

１歳６か月児健診（12：50～保健福祉センター）
未就園児親子対象教室 なかよしルーム・きらきらコース（10：00～児童館）

人権・行政相談（13：30～稲葉地区公民館）

集団健診（7：30～保健福祉センター） 
行政書士相談（14：00～103会議室）

第13回ゆうがおマラソン大会（８：30～） 

窓口業務時間延長日（17：15～19：00　本庁住民課・税務課・こど
も未来課・健康福祉課）

シルバー人材センター刃物研ぎ （９：00～南犬飼地区公民館分館）
司法書士相談（14：00～103会議室）

窓口業務時間延長日（17：15～19：00　本庁住民課・税務課・こど
も未来課・健康福祉課）

マミータイム（９：45～児童館）

ママと赤ちゃんの相談室（10：00～保健福祉センター）
地域子育て支援活動（10：00～おもちゃのまち ゆうゆ館）

離乳食教室（10：00～保健福祉センター）
成長記録会・チャピー（９：30～保健福祉センター）

集団健診（７：30～南犬飼地区公民館分館）
窓口業務時間延長日（17：15～19：00　本庁住民課・税務課・こど
も未来課・健康福祉課）

土

水

木

月

火

日

土

土

土

金

金

木

日

月

水

火

月

日

土

日

金

木

水

火

シルバー人材センター入会説明会（13：30～壬生町シルバーワークプラザ研修室）
10、11月分上下水道料金口座振替日
窓口業務時間延長日（17：15～19：00　本庁住民課・税務課・こども未来課・健康福祉課）

集団健診（7：30～保健福祉センター）

シルバー人材センター刃物研ぎ（9：00～シルバーワークプラザ役場
庁舎西）

人権特設相談（13：30～101会議室） 
10、11月分上下水道料金納期限（納付書）

11月

●国民健康保険税…………………………５期
●介護保険料………………………………５期
●後期高齢者医療保険料…………………５期
 　　　　　　　　　　納期限12月２日（月）

12月の
納税等

成長記録会・ベビーチャピー（９：30～保健福祉センター）

未就園児親子対象教室 なかよしルーム・きらきらコース（10：00～児童館）
未就園児親子対象教室 なかよしルーム・にこにこコース（10：00～児童館）

未就園児親子対象教室 なかよしルーム・にこにこコース（10：00～児童館）

マミータイム（９：45～児童館）
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環境保護のため再生紙を使用しています。
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　　　　電話0282-81-1814　FAX0282-28-6718　壬生町公式ウェブサイト https://www.town.mibu.tochigi . jp

【まちのうごき】●総人口 38,199人（-11）　男 18,961人（　０）　女 19,238人（-11）　●総世帯 16,675（＋3）　 （　）内は前月比　令和６年９月末現在

わが家のアイドルわが家のアイドルわが家のアイドル
次回は１月生まれのアイドルを募集します。 11月13日（水）締切り

【必要事項】

【申込方法】

【申 込 先】

【備　　考】

　氏名（ふりがな）（複数のアイドルが写っている場合はそれぞれ分か
るように明記してください）、保護者名、生年月日、住所、電話番号
　町公式ウェブサイトの、わが家のアイドル入力フォーム
https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2014122100034/
から申込みができます
役場総合政策課、稲葉・南犬飼出張所、
子育て支援センターでも受付けています。
壬生町総務部総合政策課情報デジタル係
〒321-0292　壬生町大字壬生甲3841-１
メール　sougo@town.mibu.tochigi.jp
・壬生町在住の９歳以下（一緒に写っているお子さん含む）
に限ります。
・複数の写真を１枚にする、ぼかす、エフェクトを加えるなどの加工はしないでください。
・一度掲載した写真は原則掲載できません。
・写真は掲載後、原則お返しできません。
・町子育てサイトのトップページにもお写真のみ掲載します。

ほんざわ  あや  み

本澤 采弥ちゃん
（R1.11.4生） し おり

詩織ちゃん
（R5.1.25生）

やなしまりょうた

梁島 涼太くん
（H28.11.22生）

たける

彪くん
（H31.1.29生）

お   の でら  りつ  と

小野寺 律人くん
（R5.11.27生）

や  ぎ  さわ  たく  と

八木澤 巧人くん
（R5.11.7生）

うち だ    い ろ は

内田 彩陽ちゃん
（R5.11.8生）

ひ な た

陽咲ちゃん
（R3.2.6生）

かねまる  あ さ ひ

金丸 諒妃ちゃん
（R5.11.8生）

 ん の 場み な 広

以下の方より、町のために役立ててほしいと寄附がありました。
匿名希望　様　……………………………………………………… 200,000円
以下の方より、子育て・福祉分野のために役立ててほしいと寄附がありました。
匿名希望　様  ………………………………………………………… 10,000円

寄 附

　９月、一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業補助を受け、壬生町女性防火クラブへ防
火広報用資機材が配備されました。
　自治総合センターでは、コミュニティ活動に必要な備品の整備や、安全な地域づくり等に対して補助を
行い、地域のコミュニティ活動の充実強化を図ることを目的とした宝くじの社会貢献広報事業をおこなっ
ています。
　今回配備された広報用資機材は、ポータブルアンプとポータブル電源です。壬生町女性防火クラブによ
る各種訓練や、防火指導時に使用し町民の防災啓発活動に役立てています。

壬生町女性防火クラブに
防火広報用資機材が入りました

＋ー
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